	使用済二輪車の廃棄時引取方法の変更について


二輪車製造会社及び輸入事業者16社が、平成16年10月より開始した「二輪車リサイクルシステム」により、リサイクルマークが貼付されている車両又はリサイクル料金の払い込みがなされた車両については、「使用済二輪車」として回収・再資源化が行われていますが、平成23年10月からは、二輪車製造会社及び輸入事業者16社が国内で販売した車両は、リサイクルマークの有無にかかわらずリサイクル料金の払い込みが不要となります。ただし、使用済二輪車取扱店への持ち込みの場合は、別途指定取引窓口までの運搬料金が必要です。
○対象車両

　二輪車製造会社及び輸入事業者が製造または輸入し、国内で販売した二輪車。

○沖縄県内の指定取引窓口　　

　拓南商事株式会社（うるま市州崎８番地の２）

○二輪車製造業者及び輸入事業者16社
本田技研㈱、ヤマハ発動機㈱、スズキ㈱、川崎重工業㈱、㈱成川商会
㈱MV AGUSTA JAPAN、Piaggio Group Japan㈱、㈱福田モーター商会

㈱キムコ・ジャパン、㈱プレストコーポレーション、㈱ブライト

ドゥカティジャパン㈱、ビー・エム・ダブリュー㈱、㈱エムズ商会

トライアンフ・ジャパン㈱、伊藤忠オートモービル㈱

○お問い合わせ

　二輪車リサイクルコールセンター（℡03-3598-8075）
